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「パワー・ハラスメント」 

基準は？ 

 

◆法的定義のないパワハラ 

職権を使ったいじめや嫌がらせである

「パワー・ハラスメント」（パワハラ）が、

会社の業務に大きな影響を与えるように

なってきました。社員の士気や会社の評

判を落とさないように対策に乗り出して

い る 企 業 も あ り ま す が 、「 セ ク シ ュ ア

ル・ハラスメント」（セクハラ）と違って

法的定義がなく、あいまいな基準が対応

を難しくしています。 

 

◆パワハラに関する裁判例 

企業内で上司などから暴力や暴言、無

視されるなどのパワハラ行為を受けて悩

む社員は多く、年々増加傾向にあると言

われています。2007 年 10 月の医薬品

販売会社社員の自殺について、東京地裁

がパワハラとの因果関係を認めて労災と

認める判決を出しました。 

また、2008 年 7 月には道路会社社員

の自殺をめぐり、被害者がうつ病で自殺

したのはパワハラが原因であるとして、

遺族が慰謝料などの損害賠償を求めた訴

訟の判決で、松山地裁は自殺との因果関

係を認め、約 3,100 万円の賠償を命じ

ました。裁判長は、上司による過剰なノ

ルマ達成の強要や度重なる叱責は「違法

と評価せざるを得ない」と指摘し、「自殺

は予見可能だった」として会社の責任を

認めています。 

また、企業のトップがパワハラ体質で

あるために社員が相次ぎ辞めていく会社

もあると言われており、パワハラに対す

る社会の見方は厳しさを増していると言

えるでしょう。 

 

◆「パワハラ上司」のタイプ 

パワハラに関し、研修の主要テーマに

据えるなど、何らかの予防策を模索する

企業は増えています。パワハラに関する

研究を行っている有識者によると、主に

「パワハラ上司」は、以下の４つのタイ

プに分けられるとしています。 

（１）怒鳴るなどの威嚇をする「自己中

心型」 

（２）細かく指示する「過干渉型」 

（３）自分の上司頼みで責任を回避する

「無責任型」 

（４）意欲に乏しく部下に負担をかける

「事なかれ主義型」 

 

◆世代間で認識にギャップも 

パワハラについては、世代間の認識の

差なども大きく、特に年長社員には先輩

社員に怒鳴られながら仕事を覚えた経験

を持つ 人も多 く、「部 下に熱 心に注 文を

つけて何が悪いのか」といった反応もあ

るようです。 

暴力を振るう、到底達成できないノル

マを課すなどの行為は典型的なパワハラ

ですが、一方で、部下の成長を願って強

く注意するといった行為がパワハラなの

か、基準は受け止める側によってまった

く変わってきます。ただ、パワハラ対策

に真剣に取り組むことにより、必然的に、
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上司と部下の関係や、職場の雰囲気など

が改善されていく可能性は大いにあると

言えるでしょう。 

 

「ワークライフバランス」の 

実現に向けて 

 

◆意外と知られていない 

「ワークライフバランス」の意味 

内閣府が行った調査（20 歳以上の男

女 3,000 人が対象。1,839 人が回答）

で、「ワークライフバランス」（仕事と生

活の調和）の意味を知らない人が９割近

くに上 ること がわか りまし た。「名前 も

内容も知らない」と答えた人が 60.1％、

「名前は聞いたことがあるが内容までは

知らない」と答えた人が 26.6％に上り

ました。 

「ワークライフバランス」の実現に向

けて政府・厚生労働省は様々な対策を講

じたり、検討したりしていますが、なか

なか浸透していないのが実状のようです。 

 

◆政府・厚生労働省が検討している施策 

先日、社会保障政策を強化して少子高

齢化社会に対応することを目的として、

政府が取り組むべき対策をまとめた「５

つの安心プラン」の原案が明らかになり

ました。その中の１つとして、「子育て支

援」が挙げられています（その他の４つ

は「高齢化社会への対応」「医療体制の強

化」「非正規労働者の支援」「厚生労働行

政の信頼回復」）。 

また、厚生労働省は、子育てと仕事の

両立支援のため、企業に「短時間勤務制

度」と「残業免除制度」の導入を義務付

ける方針を明らかにしています。育児休

業を取得した後も働き続けられる環境を

整備するのが目的で、来年の通常国会に

育児・介護休業法の改正案を提出すると

しています。 

 

◆厚労省研究会の「報告書」では 

厚生労働省が先日とりまとめた「今後

の 仕 事 と 家 庭 の 両 立 支 援 に 関 す る 研 究

会」の報告書では、育児休業後の仕事と

育児の両立が難しい現状、男性の育児へ

の関わりの不十分さなどを指摘していま

す。 

また、労働者が「短時間勤務」と「残

業免除」を選択することのできる制度の

整備や、出産後８週間に父親が取得する

育児休業を「パパ休暇」として普及・促

進することなどを求めています。 

 

◆「ワークライフバランス」に関する 

民間資格新設へ 

また、厚生労働省は、ワークライフバラ

ンスへの取組みを企業に広げるために、

新たな民間資格である「仕事と生活の調

和推進アドバイザー」を2009年度にも

新設する方針を発表しました。新聞報道

によれば、５年間で5,000人程度を養成

したい考えで、同アドバイザーの利用促

進のため、企業が助言に基づいて必要な

行動計画を作成した場合の助成金の支給

も検討しているようです。 

 

９月の税務と労務の手続 

［提出先・納付先］  

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の

納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用 保 険 被保 険 者資 格取 得 届 の提 出

＜前 月 以 降に 採 用し た労 働 者 がい る

場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働 保 険 一括 有 期事 業開 始 届 の提 出

＜前 月 以 降に 一 括有 期事 業 を 開始 し

ている場合＞［労働基準監督署］ 

30 日 

○ 健保・厚年保険料の納付 

［郵便局または銀行］ 

○ 日雇 健 保 印紙 保 険料 受払 報 告 書の 提

出［社会保険事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使

用状況報告書の提出 

［公共職業安定所］ 


